
１．軽自動車税の税率改正

２．法人市民税の法人税割の税率改正
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人権推進課　人権政策係
☎６５‐０６９４／ ６３‐４５８２
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水口税務署　個人課税部門
☎６２‐０３１４（代表）

人権擁護委員の委嘱
 

　人権擁護委員１名が平成26年10月１日法
務大臣から委嘱を受けられました。任期は
平成29年9月30日までの３年間です。
　人権に関わる悩みごとは、人権擁護委員
にご相談ください。

【再任】
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子さん（甲賀町小佐治）

水口税務署からのお知らせ
 
記帳・帳簿保存制度が改正

車種区分 旧税率�（年額）
平成２６年度まで

新税率�（年額）
平成２７年度から種別 色 総排気量 定格出力

甲賀市ナンバー
（旧町ナンバー）

原動機付
自転車

白 50㏄以下 0.6kw以下 1,000円 2,000円

黄 50㏄超
90㏄以下

0.6kw超
0.8kw以下 1,200円 2,000円

桃 90㏄超
125㏄以下 0.8kw超 1,600円 2,400円

水色 20㏄超
（三輪以上）

0.25kw超
（三輪以上） 2,500円 3,700円

小型特殊
自動車

緑 農耕作業用 1,600円 2,000円
緑 その他 4,700円 5,900円

滋賀ナンバー
二輪の軽自動車（125cc 超 250cc 以下） 2,400円 3,600円

二輪の小型自動車（250cc 超） 4,000円 6,000円
雪上車 2,400円 3,600円

車種区分 現行税率
（年額）

新税率
（年額）

重課税率（年額）
（平成２８年度〜）

滋賀ナンバー

軽三輪 3,100円   3,900円   4,600円

軽四輪
乗用

自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円   6,900円   8,200円

貨物用
自家用 4,000円   5,000円   6,000円
営業用 3,000円   3,800円   4,500円

資本金の額また
は出資金の額

平成２６年９月３０日
以前に開始する
事業年度の税率

平成２６年１０月1日
以後に開始する
事業年度の税率

資本金等の額が
1億円以下の法人 13.7％ 11.1％

上記以外の法人 13.7％ 12.1％
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　平成27年度から軽自動車税の税率が変わります。

■原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・雪上車
　登録されている次の車種の車両全てに平成27年度から新税率が適用されます。

　本年10月１日以後に開始する事業年度分から下表のとおり引き下げられます。

■軽三輪・軽四輪
　最初の新規検査（※）により、現行税率、新税率、重課税率（平成28年度～）のいずれかの税率
になります。
※今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。
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現行税率   平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から一定年数（13年）
を経過するまで適用されます。

新 税 率   平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から一定年数（13年）
を経過するまで適用されます。

重課税率   新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車（電気・天然ガス軽自動車など及び被け
ん引車を除く）は、新規検査から一定年数（13年）を経過した年度の翌年度から、重課税率
（改定後の税率よりおおむね20％高い税率）が適用されます。

【参考】平成14年12月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は平成28年度から重課税率の対象と
なります。

予定申告の経過措置
　本年１０月１日以後に開始する「最初」の事
業年度の予定申告額について、法人税割は前
年度の法人税割の４．７／１２（通常は６／１２）と
なります。
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税務課　市民税係
☎６５‐０６７９／ ６３‐４５７４

　個人の白色申告者のうち、事業所得、不動産
所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての
方 （所得税及び復興特別所得税の申告の必要が
ない方も対象となります）は、平成２６年１月から
記帳と帳簿書類の保存が必要です。
　記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細
は、国税庁ホームページ（http//www.nta.go.jp)
をご覧ください。詳しくは、最寄りの税務署にお
問い合わせください。

■記帳説明会のご案内
　新たに記帳を行う方や記帳の仕方が分からな
い方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要
や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実
施します。
　また、決算時期には、「決算説明会」を開催し、
棚卸の仕方、減価償却の方法などについて説明
を行います。

開催月日 時　間 場　所 講　師

10月28日（火） 第１回
10時～12時

水口納税協会
（税務署の隣）

税理士
10月29日（水） 第２回

14時～16時
湖南市商工会

（サンライフ甲西）

開催月日 時　間 場　所 講　師

12月2日（火） 第１回
10時～12時

甲賀市商工会
（税務署の向かい側）

税理士
12月4日（木） 第２回

14時～16時
湖南市商工会

（サンライフ甲西）

※自動音声によりご案内しています。アナウンス
に従い操作してください。
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●記帳説明会

●決算説明会

どなたでも参加できます。ぜひお越しください。

12平成26年 10月1日13 平成 26年 10月1日


